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第３３回岐阜大学教育研究評議会議事概要 

 

１ 日 時  令和５年１月２６日（木）１３時３０分～１５時４０分 

２ 場 所  Ｗｅｂ会議 

３ 出席者  松尾，吉田（議長），杉山，王，山田（敏），神原，大藪，山田（雅），内田，

村井，光永，肥後，中島，志水，浅井，上田，秋山，李，山本，植松，坂本， 

橋本，竹下，伊藤，西津，三井，山口，矢部，橋本の各評議員 

代理出席者  ：安藤（欠席：門松），岩澤（益川） 

         オブザーバー：角間，山田（英），松原，髙橋 

 

４ 第３２回の議事概要を確認した。 

 

議事に先立ち，学長から，１月２３日（月）から続いている爆破予告に関する経過報告及び注

意喚起があった。 

 

５ 審議事項 

（１）中期目標・中期計画の変更手続き等について 

   杉山評議員から，資料１に基づき，長期借入金について，当初計画の設備整備予定額の計

上漏れがあったため，中期目標・中期計画を変更することについて説明があり，審議の結果，

承認された。 

 

（２）卓越教授について 

   王評議員から，資料２に基づき，12月8日開催の部局長・部長会での意見照会の結果，意

見はなかったことについて報告があり，審議の結果，承認された。 

 

（３）日本学術振興会特別研究員ＤＣに採用される博士課程の学生の授業料免除に関する規程の

一部改正について 

   王評議員から，資料３に基づき，特別研究員ＤＣの第一次採用内定を受けた修士課程の学

生を支援し，博士課程の進学を促進するため，授業料免除の対象者とすることに伴い，必要

な改正を行うことについて説明があり，審議の結果，承認された。 

   なお，志水評議員から，共同獣医学研究科の場合，ＤＣ１の応募は博士課程１年となるが，

共同獣医学研究科の博士課程の学生が第一次採用内定を受けた場合も授業料免除の対象とな

るか質問があり，後日回答することとした。 

 

（４）岐阜大学学位規則の一部改正について 

   山田評議員から，資料４に基づき，工学研究科岐阜大学・マレーシア国民大学国際連携材

料科学工学専攻の学位記の様式を変更するため岐阜大学学位規則の一部改正を行うことにつ

いて説明があり，審議の結果，承認された。 

 

（５）全学共通教育科目に係る非常勤講師経費の負担に関する申合せ（見直し案）について 

   山田評議員から，資料５に基づき，全学共通教育科目に係る非常勤講師経費の負担に関す
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る申合せ（見直し案）について説明があり，審議の結果，承認された。 

   なお，杉山評議員から，アカデミックセントラルの進捗状況については，次回報告する旨

発言があった。 

 

（６）令和４年人事院勧告への対応について 

   髙橋事務局長から，資料６に基づき，12 月 8 日開催の部局長・部長会での意見照会の結

果，意見はなかったことについて報告があり，審議の結果，承認された。 

 

（７）定年引上げ等について 

   髙橋事務局長から，資料７に基づき，12 月 8 日開催の部局長・部長会での意見照会の結

果，意見はなかったことについて報告があり，審議の結果，承認された。 

 

６ 報告事項 

（１）令和４年度大学教員関門評価結果について 

杉山評議員から，資料８に基づき，令和４年度大学教員個人評価（関門評価）結果の人数

について報告があった。（特に顕著２名，顕著４名，良好９６名，要努力１名） 

 

（２）「大学における多様性を推進するための教員採用マニュアル」について 

大藪評議員から，資料９に基づき，文部科学省科学技術人材育成費補助事業ダイバーシテ

ィ研究環境実現イニシアティブ（調査分析）で作成した「大学における多様性を推進するた

めの教員採用マニュアル」について，教員人事の際に参考にしていただきたい旨の報告があ

った。 

（３）大学教員の雇用について 

議長から，資料１０に基づき，雇用が決定した者について報告があった。 

 

（４）運営会議報告について 

議長から，資料１１に基づき，運営会議の審議・検討等の結果について報告があった。 

 

（５）役員会及び常勤理事懇談会報告について 

議長から，資料１２に基づき，役員会及び常勤理事懇談会の審議・検討等の結果について

報告があった。 

 

（６）機構長報告について 

松尾評議員から，資料１３に基づき，東海国立大学機構の経営や運営にとって重要な国の

政策や施策の最新情報について報告があった。 

なお，文部科学省から，令和５年度予算（令和５年８月分まで）について，教育研究に係

る光熱費増加分の７割程度を確保したと口頭で説明があった旨報告があった。 

 

（７）国際卓越研究大学に向けた基本方針について 

髙橋事務局長から，資料１４に基づき，国際卓越研究大学に向けた検討状況について「国

際卓越研究大学に向けた基本方針（案）」に基づき説明があり，本日の意見を踏まえ，次回
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の運営会議及び教育研究評議会で審議することとした。 

主な意見は以下のとおり。 

・本件における会議スケジュールについて，ガバナンス部分については，岐阜大学において

も，運営会議及び教育研究評議会の審議事項として議論すべき。 

  ・法人総合戦略会議の委員は学外者が主体とあるが，機構長，両大学総括理事もメンバーで

あることを明記すべき。 

・法人総合戦略会議のあり方については，どのように記載するか慎重に検討してほしい。 

・重要事項であるため，説明会の開催及び意見照会を実施する等の審議プロセスを踏むべき。 

 

７ 次回の開催について 

（１）次回は，２月１６日（木）Ｗｅｂ会議により，１３時３０分から開催することとされた。 

 

以 上 

 


